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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
単一の構造ユニットによって形成され、或いは複数の構造ユニットを組み合わせて形成さ
れる木造建築物であって、
　前記構造ユニットが、四隅の柱と、長辺方向において前記柱の上端同士を接合する長辺
方向天井梁と、短辺方向において前記柱の上端同士を接合する短辺方向天井梁と、長辺方
向において前記柱の下端同士を接合する長辺方向床梁と、短辺方向において前記柱の下端
同士を接合する短辺方向床梁とを有する立体フレームによって形成されており、
　前記柱、前記長辺方向天井梁及び前記長辺方向床梁によって構成される対向する第１面
の各面内において、両方の柱に隣接して第１耐力壁パネル又は第２耐力壁パネルがそれぞ
れ配置されており、
　前記柱、前記短辺方向天井梁及び前記短辺方向床梁によって構成される対向する第２面
の各面内において、両方の柱に隣接して第１耐力壁パネル又は第２耐力壁パネルがそれぞ
れ配置されており、
　前記第１耐力壁パネルが、全体高さが前記第１面の高さとほぼ等しくなるように２本の
縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、一方の縦材の上端及び下端において縦材
と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有し
ており、
　前記第２耐力壁パネルが、全体高さが前記第２面の高さとほぼ等しくなるように２本の
縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、両方の縦材の上端及び下端において縦材
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と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有し
ており、
　前記接合金具が、中央で直角に折り曲げられた細長い鋼製の矩形板と、前記矩形板の各
辺同士を連結する対向した２枚の直角二等辺三角形状の鋼製の側板とによって形成され、
前記矩形板の各部に、固定又は連結用の複数の穴が同じ数それぞれ設けられており、
　前記接合金具に設けられた穴に締結具を通すことによって、前記耐力壁パネルを前記柱
及び／又は梁に堅固に固定し、構造ユニット同士を堅固に連結し、或いは、構造ユニット
を基礎に堅固に固定するように構成されていることを特徴とする木造建築物。
【請求項２】
単一の構造ユニットによって形成され、或いは複数の構造ユニットを組み合わせて形成さ
れる木造建築物であって、
　前記構造ユニットが、四隅の柱と、長辺方向において前記柱の上端同士を接合する長辺
方向天井梁と、短辺方向において前記柱の上端同士を接合する短辺方向天井梁と、長辺方
向において前記柱の下端同士を接合する長辺方向床梁と、短辺方向において前記柱の下端
同士を接合する短辺方向床梁とを有する立体フレームによって形成されており、
　前記柱、前記長辺方向天井梁及び前記長辺方向床梁によって構成される対向する第１面
の各面内において、両方の柱に隣接して第１耐力壁パネルがそれぞれ配置されており、
　前記柱、前記短辺方向天井梁及び前記短辺方向床梁によって構成される対向する第２面
の各面内において、一方の柱に隣接して第２耐力壁パネルがそれぞれ配置されており、
　前記第１耐力壁パネルが、全体高さが前記第１面の高さとほぼ等しくなるように２本の
縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、一方の縦材の上端及び下端において縦材
と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有し
ており、
　前記第２耐力壁パネルが、全体高さが前記第２面の高さとほぼ等しくなるように２本の
縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、両方の縦材の上端及び下端において縦材
と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有し
ており、
　前記接合金具が、中央で直角に折り曲げられた細長い鋼製の矩形板と、前記矩形板の各
辺同士を連結する対向した２枚の直角二等辺三角形状の鋼製の側板とによって形成され、
前記矩形板の各部に、固定又は連結用の複数の穴が同じ数それぞれ設けられており、
　前記接合金具に設けられた穴に締結具を通すことによって、前記耐力壁パネルを前記柱
及び／又は梁に堅固に固定し、構造ユニット同士を堅固に連結し、或いは、構造ユニット
を基礎に堅固に固定するように構成されていることを特徴とする木造建築物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、木造建築物に関する。より詳細には、本発明は、遮音効果を有すると
ともに、施工工期が短く、間仕切りの変更が容易で高品質な木造建築物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造建築物の建造方法として、軸組工法、ツーバイフォー工法などの種々の工法が知ら
れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の施工方法は、基本的に現場施工であるため、工期が長い、多量の
ゴミが現場で発生する、部材の運搬回数が多くなる、施工中の二酸化炭素の発生が多い、
材料のロスが多い、建方精度が良くない、作業が天候に左右される、冬期間の施工が困難
である、等の種々の弊害を有している。また、従来の施工方法は、構造的な制約により、
耐震性を向上させるには壁量を増やす必要があるため間取りに制限を受ける、４階建て以
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上の多層化がしにくい、内部の間仕切りの変更や設備の更新が容易ではない、等の弊害も
有している。さらに、従来の施工方法では、部材同士をボルト等の締結具で結合するため
、木質部材に穴が開けられるが、この穴から音が漏れることがあるため、遮音構造にしに
くいという弊害もある。
【０００４】
　本発明は、このような状況に鑑みて開発されたものであって、遮音効果を有するととも
に、施工工期が短く、間仕切りの変更や設備の更新を容易に行うことができる等の優れた
特徴を有する木造建築物を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願請求項１に記載の単一の構造ユニットによって形成され、或いは複数の構造ユニッ
トを組み合わせて形成される木造建築物は、前記構造ユニットが、四隅の柱と、長辺方向
において前記柱の上端同士を接合する長辺方向天井梁と、短辺方向において前記柱の上端
同士を接合する短辺方向天井梁と、長辺方向において前記柱の下端同士を接合する長辺方
向床梁と、短辺方向において前記柱の下端同士を接合する短辺方向床梁とを有する立体フ
レームによって形成されており、前記柱、前記長辺方向天井梁及び前記長辺方向床梁によ
って構成される対向する第１面の各面内において、両方の柱に隣接して第１耐力壁パネル
又は第２耐力壁パネルがそれぞれ配置されており、前記柱、前記短辺方向天井梁及び前記
短辺方向床梁によって構成される対向する第２面の各面内において、両方の柱に隣接して
第１耐力壁パネル又は第２耐力壁パネルがそれぞれ配置されており、前記第１耐力壁パネ
ルが、全体高さが前記第１面の高さとほぼ等しくなるように２本の縦材及び２本の横材で
形成された矩形の枠体と、一方の縦材の上端及び下端において縦材と横材を堅固に接合す
る接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有しており、前記第２耐力
壁パネルが、全体高さが前記第２面の高さとほぼ等しくなるように２本の縦材及び２本の
横材で形成された矩形の枠体と、両方の縦材の上端及び下端において縦材と横材を堅固に
接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付けられた合板とを有しており、前記接
合金具が、中央で直角に折り曲げられた細長い鋼製の矩形板と、前記矩形板の各辺同士を
連結する対向した２枚の直角二等辺三角形状の鋼製の側板とによって形成され、前記矩形
板の各部に、固定又は連結用の複数の穴が同じ数それぞれ設けられており、前記接合金具
に設けられた穴に締結具を通すことによって、前記耐力壁パネルを前記柱及び／又は梁に
堅固に固定し、構造ユニット同士を堅固に連結し、或いは、構造ユニットを基礎に堅固に
固定するように構成されていることを特徴とするものである。
【０００６】
　本願請求項２に記載の単一の構造ユニットによって形成され、或いは複数の構造ユニッ
トを組み合わせて形成される木造建築物は、前記構造ユニットが、四隅の柱と、長辺方向
において前記柱の上端同士を接合する長辺方向天井梁と、短辺方向において前記柱の上端
同士を接合する短辺方向天井梁と、長辺方向において前記柱の下端同士を接合する長辺方
向床梁と、短辺方向において前記柱の下端同士を接合する短辺方向床梁とを有する立体フ
レームによって形成されており、前記柱、前記長辺方向天井梁及び前記長辺方向床梁によ
って構成される対向する第１面の各面内において、両方の柱に隣接して第１耐力壁パネル
がそれぞれ配置されており、前記柱、前記短辺方向天井梁及び前記短辺方向床梁によって
構成される対向する第２面の各面内において、一方の柱に隣接して第２耐力壁パネルがそ
れぞれ配置されており、前記第１耐力壁パネルが、全体高さが前記第１面の高さとほぼ等
しくなるように２本の縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、一方の縦材の上端
及び下端において縦材と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に取り付
けられた合板とを有しており、前記第２耐力壁パネルが、全体高さが前記第２面の高さと
ほぼ等しくなるように２本の縦材及び２本の横材で形成された矩形の枠体と、両方の縦材
の上端及び下端において縦材と横材を堅固に接合する接合金具と、前記枠体の両面全体に
取り付けられた合板とを有しており、前記接合金具が、中央で直角に折り曲げられた細長
い鋼製の矩形板と、前記矩形板の各辺同士を連結する対向した２枚の直角二等辺三角形状
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の鋼製の側板とによって形成され、前記矩形板の各部に、固定又は連結用の複数の穴が同
じ数それぞれ設けられており、前記接合金具に設けられた穴に締結具を通すことによって
、前記耐力壁パネルを前記柱及び／又は梁に堅固に固定し、構造ユニット同士を堅固に連
結し、或いは、構造ユニットを基礎に堅固に固定するように構成されていることを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、耐力壁パネルが強固な構造部材として機能するので、高品質の木造建
築物を提供することができる。また、本発明によれば、耐力壁パネルの枠体内が閉空間と
なるので、ボルト穴からの音の漏洩を遮断する遮音効果が得られる。さらに、本発明の木
造建築物は、ユニット化されているので、施工工期が短く、現場でのゴミの発生が少なく
、部材の運搬回数が少なく、施工中の二酸化炭素の発生が少なく、材料のロスが少なく、
建方精度が良好であり、作業が天候に左右されにくく、雪国であっても冬期間の施工がで
き、多層化が可能であり、内部の間仕切りの変更や設備の更新が容易である、等の種々の
利点を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に図面を参照して、本発明の好ましい実施の形態に係る木造建築物について詳細に説
明する。図１は、本発明の好ましい実施の形態に係る木造建築物の１単位となる構造ユニ
ット１０を示した概略斜視図である。全体として直方体の形状に形作られている構造ユニ
ット１０は、四隅に設けられる柱１２と、長辺方向において柱１２の上端同士を接合する
長辺方向天井梁１４と、短辺方向において柱１２の上端同士を接合する短辺方向天井梁１
６と、長辺方向において柱１２の下端同士を接合する長辺方向床梁１８と、短辺方向にお
いて柱１２の下端同士を接合する短辺方向床梁２０とを有している。
【００１０】
　２本の柱１２、長辺方向天井梁１４及び長辺方向床梁１８によって、一対の対向する第
１面２２（高さＨ1 ）が構成され、２本の柱１２、短辺方向天井梁１６及び短辺方向床梁
２０によって、一対の対向する第２面２４（高さＨ2 ）が構成される（図２（ｂ）参照）
。なお、天井梁１４、１６及び床梁１８、２０の梁高が同じである場合には、Ｈ1 ＝Ｈ2

となる。
【００１１】
　構造ユニット１０は又、第１面２２の面内において両方の柱１２に隣接してそれぞれ配
置される耐力壁パネル２６と、第２面２４の面内において両方の柱１２に隣接してそれぞ
れ配置される第１耐力壁パネル２６とを備えている。
【００１２】
　図４（ａ）は合板を取り付ける前の第１耐力壁パネル２６の枠体を示した正面図、図４
（ｂ）は図４（ａ）の斜視図、図４（ｃ）は枠体に合板が取り付けられている状態を示し
た部分切り取り斜視図である。第１耐力壁パネル２６は、図４（ａ）に示されるように、
全体高さｈが第１面２２の高さＨ1 とほぼ等しくなるように形成された矩形の枠体２８を
有している。枠体２８は、２本の縦材２８ａ、２８ｂと、縦材２８ａ、２８ｂの上端同士
を接合する上横材２８ｃと、縦材２８ａ、２８ｂの下端同士を接合する下横材２８ｄとに
よって構成されており、縦材２８ａと上横材２８ｃ、及び縦材２８ａと下横材２８ｄが後
述する２個の接合金具３０によってそれぞれ堅固に接合されている。
【００１３】
　接合金具３０は、図５に示されるように、中央で直角に折り曲げられた細長い鋼製の矩
形板３０ａと、矩形板３０ａの各辺同士を連結する対向した２枚の直角三角形状の鋼製の
側板３０ｂとによって形成されている。矩形板３０ａの各部には、ほぼ中央に配置された
第１孔３０ａ１、第１孔３０ａ１の両側に配置された第２孔３０ａ２、及び各部の両端に
沿って設けられた小孔３０ａ３がそれぞれ設けられている。第１孔３０ａ１は、後述する
ように、主として、構造ユニット１０同士を接合する際にボルト（図示せず）を通すのに
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使用される。第２孔３０ａ２は、後述するように、主として、耐力壁パネル２６を柱１２
及び梁１４、１６、１８、２０に接合する際にボルト（図示せず）を通すのに使用される
。小孔３０ａ３は、接合金具３０を枠体２８に取り付ける際の釘孔として使用される。
【００１４】
　第１耐力壁パネル２６の枠体２８の両面には、合板２８ｅが釘等（図示せず）で取り付
けられる。
【００１５】
　図６は、第２耐力壁パネル２６′を示した図である（そのうち、図６（ａ）は合板を取
り付ける前の第２耐力壁パネル２６′の枠体を示した斜視図、図６（ｂ）は枠体に合板が
取り付けられている状態を示した部分切り取り斜視図である）。第２耐力壁パネル２６′
は、両方の縦材２８ａ、２８ｂの上端と下端において計４個の接合金具３０が取り付けら
れている点を除いて、耐力壁パネル２６と実質的に同一の構成を有している。すなわち、
第２耐力壁パネル２６′は、２本の縦材２８ａ、２８ｂと、縦材２８ａ、２８ｂの上端同
士を接合する上横材２８ｃと、縦材２８ａ、２８ｂの下端同士を接合する下横材２８ｄと
によって構成された矩形の枠体２８を有しており、縦材２８ａと上横材２８ｃ、縦材２８
ａと下横材２８ｄ、縦材２８ｂと上横材２８ｃ、及び縦材２８ｂと下横材２８ｄが４個の
接合金具３０によってそれぞれ堅固に接合されている。
【００１６】
　第２耐力壁パネル２６′の枠体２８の両面にも、第１耐力壁パネル２６と同様に、合板
２８ｅが釘等（図示せず）で取り付けられる。
【００１７】
　なお、第１耐力壁パネル２６と第２耐力壁パネル２６′の使い分けについては、後述す
る。
【００１８】
　第１耐力壁パネル２６および第２耐力壁パネル２６′は、以下のような２つの機能を有
している。
（１）良好な遮音効果を提供する。
　構造ユニット１０同士を接合したり、第１耐力壁パネル２６又は第２耐力壁パネル２６
′を柱や梁に接合したりする際、耐力壁パネル２６、２６′の枠体２８や柱、梁に設けら
れた穴にボルトを通すことによって接合される。この際、作業のし易さを考慮して、ボル
ト径よりも大きな穴が枠体、柱、梁に開けられるのが一般的である。一方、木材は乾燥す
るので、施工時に設けられた穴が拡大しがちである（Ｍ１６ボルトを使用する場合を例に
とると、ボルト穴は通常、１８ｍｍ～２１ｍｍであり、乾燥すると、ボルト穴は、２０ｍ
ｍ～２３ｍｍ程度となる）。したがって、ボルト穴の隙間（上述の例では、４ｍｍ～７ｍ
ｍ程度の隙間が開くこととなる）から音が漏洩することが多いが、耐力壁パネル２６、２
６′では、枠体２８の両面に合板２８ｅが取り付けられ、枠体２８内が閉空間となってい
るので、ボルト穴からの音の漏洩を遮断することができる。
（２）強固な構造部材となる。
　耐力壁パネル２６、２６′は、枠体２８を構成する縦材２８ａ、２８ｂと上横材２８ｃ
、下横材２８ｄが接合金具３０によって堅固に接合されており、かつ、枠体２８の両面に
合板２８ｅが取り付けられているので、強固な構造部材として機能する。
【００１９】
　なお、図１には示されていないが、構造ユニット１０の天井面、床面には根太が取り付
けられ（図３（ａ）参照）、合板が貼られている（図３（ｂ）参照）。また、壁面には間
柱や梁が取り付けられ、合板が貼られており、所要箇所にドアやサッシ等が取り付けられ
ている。さらに、壁面に外壁を貼り付け、内部の造作を行って、構造ユニット１０が完成
する。
【００２０】
　上述の実施の形態では、構造ユニット１０の立体フレームの長辺方向と短辺方向の両方
向において両方の柱１２に隣接して第１耐力壁パネル２６又は第２耐力壁パネル２６′が
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それぞれ配置されているが、ドアや窓などを設置するための開口部を設ける必要がある等
、特に短辺方向において２つの耐力壁パネルを配置する空間的余裕がない場合がある。そ
のような場合には、短辺方向において１つの耐力壁パネルを配置すれば足りるように構成
してもよい（図７参照）。このような場合、短辺方向には、４個の接合金具３０が用いら
れている第２耐力壁パネル２６′を配置するのが好ましい。なお、接合金具３０の取り付
け状態を明瞭に示すため、図７では、内側の合板が図示されていない。
【００２１】
　単一の構造ユニット１０のみでも木造建築物として使用することができるが、複数の構
造ユニット１０を組み合わせることにより、種々の型式の木造建築物を形成することもで
きる。図８（ａ）は、短辺方向に４基の構造ユニット１０を連結して形成される木造建築
物を示した概略図、図８（ｂ）は、図８（ａ）に示される木造建築物の平面図である。こ
の例では、木造建築物全体の構造的強度を高めるため、４個の接合金具３０が用いられて
いる第２耐力壁パネル２６′が木造建築物全体の四隅に配置されている。また、構造ユニ
ット１０の長辺方向の他の箇所には、第１耐力壁パネル２６が配置されており、構造ユニ
ット１０の短辺方向の他の箇所には、第１耐力壁パネル２６又は第２耐力壁パネル２６′
が配置されている（図８（ａ）、（ｂ）に示される例では、短辺方向の２箇所に第２耐力
壁パネル２６′が配置され、短辺方向の他の箇所には第１耐力壁パネル２６が配置されて
いる）。図８（ｃ）は、長辺方向に３基の構造ユニット１０を連結して形成される木造建
築物を示した概略図、図８（ｄ）は、図８（ｃ）に示される木造建築物の平面図である。
この例では、木造建築物全体の構造的強度を高めるため、４個の接合金具３０が用いられ
ている第２耐力壁パネル２６′が木造建築物全体の四隅に配置されている。また、構造ユ
ニット１０の長辺方向の他の箇所には、第１耐力壁パネル２６が配置されており、構造ユ
ニット１０の短辺方向の他の箇所には、第１耐力壁パネル２６又は第２耐力壁パネル２６
′が配置されている（図８（ｃ）、（ｄ）に示される例では、短辺方向の２箇所に第２耐
力壁パネル２６′が配置され、短辺方向の他の箇所には第１耐力壁パネル２６が配置され
ている）。図８（ｅ）は、垂直方向に２基の構造ユニット１０を連結して形成される木造
建築物を示した概略図である。これら図示した例以外にも、任意の組合せで種々の型式の
木造建築物を形成することができる。なお、図８（ａ）～図８（ｅ）では、構造ユニット
１０の主要部を示すため、根太、合板、ドア、サッシ、外壁などは描かれていない。
【００２２】
　図９は、垂直方向に２基の構造ユニット１０を連結して形成される木造建築物（図８（
ｅ）参照）において、構造ユニット１０同士の連結状態を示した部分斜視図である。図９
に示されるように、第１耐力壁パネル２６の接合金具３０の穴に通したボルトによって、
構造ユニット１０同士が強固に連結されているのが分かる。
【００２３】
　次に、以上のように構成された木造建築物の施工方法について説明する。構造ユニット
１０を構成する各種部材（柱、梁、間柱、合板など）を所要の寸法に切断し、ほぞ取りや
穴開け加工を施すとともに、梁に金物（根太受けなど）を取り付ける。一方、耐力壁パネ
ル２６を形成する。次いで、柱１２、梁１４、１６、１８、２０を立方体形状に組み立て
て、構造ユニット１０の立体フレームを形成する。次いで、構造ユニット１０の立体フレ
ームの床と天井の下地組み（根太組み）作業を行い（図３（ａ）参照）、床と天井に合板
を釘で取り付ける。次いで、第１面２２及び第２面２４の所定箇所に、耐力壁パネル２６
を取り付ける（図３（ｂ）には、第１面２２の一方に耐力壁パネル２６を取り付けようと
している状態が示されている）。しかる後、外壁を貼り、内部の造作を行い、種々の配線
／配管作業を行って、構造ユニット１０が完成する。
【００２４】
　このようにして形成された構造ユニット１０を現場に搬送し、土台を敷いた基礎上に設
置し、構造ユニット同士を連結して、所要の木造建築物を形成する。図１０は、構造ユニ
ット１０と土台を敷いた基礎との連結部の一例を示した図である。
【００２５】



(7) JP 4386885 B2 2009.12.16

10

20

30

　本発明は、以上の発明の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載され
た発明の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるもの
であることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の好ましい実施の形態に係る木造建築物の１単位となる構造ユニットを示
した概略斜視図である。
【図２】図２（ａ）は、構造ユニットを形成する立体フレームを示した斜視図、図２（ｂ
）は、図２（ａ）の立体フレームを形成する四周の面を示した図である。
【図３】図３（ａ）は、図２（ａ）の立体フレームにおいて下地組み作業をした状態を示
した斜視図、図３（ｂ）は、図２（ａ）の立体フレームにおいて天井と床に合板を貼り、
耐力壁パネルを取り付けようとしている状態を示した図である。
【図４】図４（ａ）は合板を取り付ける前の第１耐力壁パネルの枠体を示した正面図、図
４（ｂ）は図４（ａ）の斜視図、図４（ｃ）は枠体に合板が取り付けられている状態を示
した部分切り取り斜視図である。
【図５】接合金具を示した斜視図である。
【図６】図６（ａ）は合板を取り付ける前の第２耐力壁パネルの枠体を示した斜視図、図
６（ｂ）は枠体に合板が取り付けられている状態を示した部分切り取り斜視図である。
【図７】構造ユニットの短辺方向に第２耐力壁パネルが配置され、長辺方向に第１耐力壁
パネルが配置される形態を示した斜視図である。
【図８】図８（ａ）は、短辺方向に４基の構造ユニットを連結して形成される木造建築物
を示した概略図、図８（ｂ）は、図８（ａ）に示される木造建築物の平面図、図８（ｃ）
は、長辺方向に３基の構造ユニットを連結して形成される木造建築物を示した概略図、図
８（ｄ）は、図８（ｃ）に示される木造建築物の平面図、図８（ｅ）は、垂直方向に２基
の構造ユニットを連結して形成される木造建築物を示した概略図である。
【図９】構造ユニット同士の連結状態を示した部分斜視図である。
【図１０】構造ユニットと基礎との連結部の一例を示した図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　構造ユニット
　１２　柱
　１４、１６、１８、２０　梁
　２６　第１耐力壁パネル
　２６′　第２耐力壁パネル
　３０　接合金具
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